
⻑崎市耐震改修促進計画の概要

市 ⺠ が 安 全 で 安 ⼼ し て 住 み 続 け ら れ る ま ち を つ く る
建 築 物 の 耐 震 化 を 促 進 し 、 地 震 に よ る 建 物 の 被 害 及 び

市 ⺠ の ⼈ 命 や 財 産 の 損 失 を 未 然 に 防 ⽌ す る
平成7年1⽉の阪神・淡路⼤震災 ► 国 「耐震改修促進法」制定
平成18年法改正 ► 「国の基本的な方針」策定
平成19年 ► 「⻑崎県耐震改修促進計画」策定
平成20年 ► 「⻑崎市耐震改修促進計画」策定

・ 住 宅
・ 多数の者が利⽤する建築物
・ 緊急輸送道路沿道建築物
・ 要緊急安全確認⼤規模建築物

► 支援継続の検討
► 自主的改修の啓発
► 必要に応じて助成
► 啓発の継続

・ ＣＢ塀・外壁・窓ガラス・天井・エレベータ・エスカレータ・給湯設備・崖
（指導）

⺠間建築物への特性に応じた対応（支援等）

総合的な安全対策

その他
・ 環境整備（技術の普及等）
・ 市独自の緊急輸送道路を追加指定
・ 地震防災マップの公表（揺れやすさマップ、地域危険度マップ）

耐震化に関する啓発
・ 市⺠への啓発（各媒体、SNS、相談会、個別訪問他）
・ 建築関係事業者への啓発（事業等に伴う知識技術の向上）
・ 自主的な地震対策の推進（家具や家電の転倒防止等）

・ 相談体制
（指導課、関係団体、県）

・ 情報提供
（施⼯者への新たな知識・技術）

知識の普及

勧告・命令

・ 住 宅
・ 多数の者が利⽤する建築物
・ 緊急輸送道路沿道建築物
・ 要緊急安全確認⼤規模建築物

指導・助言
〃

指導・助言・指示・公表
〃

建築基準法

（県内特定⾏政庁、消防機関､建築関係団体
より組織）

⻑崎県住宅・建築
耐震関係連絡調整会議

第１章 計画の目的

第２章 現状と目標

第３章 施策に関する事項

第４章 啓発及び知識の普及

第５章 法による指導等

第６章 防災に関する連携

耐震化率の計画期間における想定

住 宅

要緊急安全確認大規模建築物

►

►

►

令和６年度実績９１.０％

〃 ９１.４％

〃 ８８.５％

多数の者が利⽤する建築物
令和１２年度

までに
概ね解消
の⾒込み

雲仙地溝南縁断層帯
（東⻄部連動）

⼤破数予測︓15,609棟
►耐震化後︓ 7,180棟

（減少率54％）
⻑崎県地震等防災アセスメント(H18.3)

想定される被害予測

想定される地震の最大規模 震度６強（一部地域 震度７）

平成24年︓⺠間建築物耐震化事業の策定
地震防災マップの策定

平成27年︓⺠間建築物耐震化事業の拡充
（要緊急等）

令和２ 年︓組積造塀の安全確保拡充
令和７ 年︓建築物の特性に応じた耐震化

►
►
►
►

啓発・普及

耐震改修促進法 耐震改修促進法

（令和７年度更新版）

防
災
上
の
優
先
性

参考︓防災面における建築物の特性

計画期間の延⻑

緊急輸送道路
の指定

延 ⻑


